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申、「21世紀を展望した我が国の教育の在り
方について」においてである。この答申で示
された［生きる力］とは、以下の３点の力を
構成要素とする力である２。

①自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、
主体的に判断し、行動し、よりよく問題を
解決する資質や能力

②自らを律しつつ、他人とともに協調し、他
人を思いやる心や感動する心など、豊かな
人間性

③たくましく生きるための健康や体力

　戦後の学習指導要領改訂の変遷を振り返っ
てみれば明らかなように、ここに述べられて
いる［生きる力］とは、1977（昭和52）年の
学習指導要領改訂時に主要な教育目的とされ
た「知・徳・体」の育成という教育目標と重
なり合うことは明白である３。ではなぜ、答
申はこの言葉を使用せずに［生きる力］との言
葉を使用せざるをえなかったのであろうか４。
　筆者は、この疑問を解決するために、国立
国会図書館の雑誌記事索引から、［生きる力］
をキーワードとする文献を検索し、答申以外
にも［生きる力］が使用された論文を探し、

₁、本稿の目的

　2008（平成20）年、学習指導要領が改訂・
告示された。本稿の第一の目的は、この改訂
において教育の理念とされた［生きる力］に
注目し、その［生きる力］が、歴史的にどの
ような意味をもたされてきたのかを考察する
ことにある。また第二に、その考察を通して、

［生きる力］の多義性が、教員養成に与える
影響を明らかにすることにある。
　いうまでもなく、学習指導要領は、法的拘
束力を持つ教育課程の基準である１。ゆえに
その内容に直接的に依拠せざるをえないのが
教育現場である。しかもその改訂は、初等中
等教育の教育現場だけではなく、大学におけ
る教員養成の現場においても、多大な影響を
与えているのが現状である。したがって、学
習指導要領の理念がどのように変容してきた
のかを理解することによって、大学における
教員養成の今日的課題が見えてくると筆者は
考えている。

₂、［生きる力］の誕生

　［生きる力］が、中央教育審議会の答申に
初めて登場したのは、1996（平成８）年の答
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たく新しい言葉ではなく、むしろ教育現場、
あるいは教育を語る場面においては、たびた
び表れる言葉であったのだといえる。そのよ
うに考えるのならば、臨時教育審議会以後中
央教育審議会は、「知・徳・体｣ という「古い」
言葉を用いずに、［生きる力］という言葉を用
いることで、その改革方針が、現場の意見を
拾い上げた改革方針であることを印象付けた
かったという解釈が成り立つのではないだろ
うか８。
　また、この1996（平成８）年の答申が、臨
時教育審議会の改革案を無視できなかったこ
とは、［生きる力］の３つの要素を見てもわか
る。例えば、上記①の力は、「問題解決能力」
と称され、それ以後この学習方法は教育現場
で多用されていくのであるが、この「力」自
体は、臨時教育審議会が示した「新しい学力
観」に支えられたものであった。例えば坂本
は、その論文で、経済審議会の報告書と［生
きる力］を並列させて、「［生きる力］とは、
社会が変化する時代に、自らの行動を自分自
身で選択できる力である」と述べ、「これから
の社会は、学校教育で育てられた人間を終身
雇用することはなくなるから、自分の責任で
生きていける能力を常に身につけていく努力
をしていかなくてはならい」とまとめている

（坂本：1996、p.11）９。このような言葉を読
むかぎりにおいて、当時の中央教育審議会が、
従来からある、教育学的教育方針よりも、む
しろ新しい時代の到来にふさわしい言葉を求
めた結果、［生きる力］が採用されたといえる
だろう。
　ただし、一般的に考えるならば、［生きる力］
とは即座にその意味をイメージできるような
概念であるとは言いがたい。したがってこの
曖昧な概念が、公的な教育改革の方針として

以下の知見を得た。まず、検索結果において、
最も古い雑誌記事は、1961（昭和26）年の「生
きる力をつけるために－特殊教育の実践記
録」『文部時報』となっている。しかしここ
で述べられている［生きる力］とは、現在で
言うところの特別支援教育の「自立活動」で
の実践記録である。したがって、ひとまず本
稿で論ずるのは控えておく。
　次に1970年代の雑誌記事を眺めてみると、

［生きる力］をテーマとする教科別全国大会
の発表要旨等が散見できる５。これら雑誌記
事の原文を読むと、［生きる力］が、今日のよ
うに、文部省（当時）から提起された言葉で
はなく、むしろ、当時文部省と対立の構図を
示していた日教組の側で、語られていた言葉
であることに気づく。この様相は、臨時教育
審議会が教育改革案を示した1980年代後半ご
ろまで続いている。具体的な例を示そう。例
えば、篠田（1988）は、日教組機関紙『教育
評論』において「高校社会科解体と世界史必
修を考える－生きる力を否定する臨教審－」
との論文を示し、そこに「社会科の原点すな
わち『生徒に生きる力を与えていくものだ』
ということを再認識し、職場からも、社会科
を守る運動と教育実践を展開したい」（下線
部筆者）と述べている６。篠田の論の中には、
明確な「生きる力」の定義はないが、おそら
くは「何が本来正しく、何がまちがっている
かを見抜く力」、「人間らしく生きていく力」

（p.38）であると仮定できるかもしれない。
だとするならば、この ｢生きる力｣ とは、
1996（平成８）年に文部科学省が示した上記
①～③の「力」とは、大きく乖離するもので
はなかったと考えられる７。
　すなわち、1996（平成８）年に答申に登場
した［生きる力］は、当時の教育現場ではまっ
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採用された結果、改革のたびに、その意味内
容を「変容」せざるをえなくなっている。ま
ずはこの概念の「変容」を次章から追ってみ
たい。

₃、［生きる力］の転機

　［生きる力］の誕生から２年後、つまり、
1996（平成８）年の答申が発表されてから２
年後、中央教育審議会は再び答申を発表して
いる。答申名は、「新しい時代を拓く心を育て
るために－次世代を育てる心を失う危機－」
である。この答申においても、1996（平成８）
年の答申が示したように、［生きる力］の育成
が教育の重要な課題として示されている。ま
ずは、この答申で示された［生きる力］を引
用する。

「子どもたちが身につけるべき［生きる力］
の核となる豊かな人間性とは、ⅰ）美しい
ものや自然に感動する心などの柔らかな感
性　ⅱ）正義感や公正さを重んじる心　ⅲ）
生命を大切にし、人権を尊重する心などの
基本的な倫理観　ⅳ）他人を思いやる心や
社会貢献の精神　ⅴ）自立心、自己抑制力、
責任感　ⅵ）他者との共生や異質なものへ
の寛容などの感性や心である。このような
感性や心が子どもたちに確かにはぐくまれ
るようにするため、我々大人が、大人社会
全体、家庭、地域社会、学校の足元を見直
し、改めるべきことは改め、様々な工夫と
努力をしていこうではないか」。

　引用箇所を読めばすぐに分かるように、こ
の1998（平成10）年の答申では、前章①の「力」、

「問題解決能力」に力点がおかれてはいない。
「［生きる力］の核となる豊かな人間性」とい

う言葉からもわかるように、「豊かな人間性」
の育成が、教育の最重要課題であると述べて
いるのである。したがってこの答申をきっか
けに、教育現場では「心の教育」が叫ばれ、
その必要性が、世論によって醸成されること
になる10。
　先にも述べたように、1996（平成８）年の
答申には、明らかに臨時教育審議会の痕跡が
認められた。だが、この「心の教育」は、臨
時教育審議会においては語られなかった事項
である11。なぜ、当時の中央教育審議会は、
ここで、［生きる力］の核を、「問題解決能力」
から「豊かな人間性」にシフトしてまで、［生
きる力］を答申の中に存続させようとしたの
であろうか。ひとつには、この答申が、「期待
される人間像」12 の焼き直しであると言われ
るように、文部省（当時）は、「豊かな人間性」
を教育の目的に掲げざるをえないような世論
の状況に呼応し、この答申を示すことによっ
て、「教育」の主導権を、経済界から、完全に
奪還しようと意図したのではないかと考える
こともできる13。もうひとつには、現実的には、
目前に迫った学習指導要領の改訂において、
掲げてしまった大きな理念をはずすことがで
きなかったのだと考えられる。つまり、この
時点で［生きる力］を完全に否定されてしま
えば、学習指導要領そのものの成立基盤が危
うくなる。したがって、［生きる力］は「問題
解決能力」だけではなく、「豊かな人間性」を
核とする概念だということをアピールし、そ
の学習指導要領の成立基盤を温存したと見る
方が妥当であろう。

₄、［生きる力］の危機

　前章では、［生きる力］がその核を、「問題解
決能力」から「豊かな人間性」にシフトさせ
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成は特に重要であると考えられるからであ
る。したがって我々は、これを改善のねら
いの第一に掲げることとしたものである」。

　この記述からも分かるように、以後中央教
育審議会は「ゆとりの中で［生きる力］を育
む」というスローガンのもと、「心の教育」を
第一に考える教育14を意図し、様々な改革案
が示されていく。例えば、教育内容の３割削
減や、完全学校週五日制といった、「ゆとり」
を重んじた改革案が次々に実現され、［生きる
力］を最も育成できるとする「総合的な学習
の時間」が研究されている。
　しかし、学習指導要領が施行される時期15

とあわせて世論では「学力低下問題」が浮上
し16、この「学力低下問題」は、「ゆとり教育
批判」となって、世論をにぎわせることにな
る。そしてこの世論の雰囲気は、［生きる力］
の概念そのものの危機につながったと筆者は
考えている。なぜならば、［生きる力］は「ゆ
とりのなかではぐくまれる」はずであったの
に、その［生きる力］の土台が全否定されて
いるからである17。しかし、生きる力は、そ
の後、新たな意味を付与されて、再起を果た
すことになる。

₅、［生きる力］の抗戦

　前章では、「学力低下問題」の中で「ゆとり
教育」のみならず、［生きる力］もまた批判さ
れるようになった過程を示した。図１は2003

（平成15）年に、この批判に応えるかのよう
に発表された答申、「初等中等教育における当
面の教育課程及び指導の充実・改善方策につ
いて」の「概要」の中に示された図である18。
ここには、生きる力の説明に一度も使用され
たことのない、「確かな学力」との言葉が示さ

てまでも、教育の理念として掲げられ続けた
過程を説明した。この「変容」は、1998（平
成10）年の教育課程審議会の答申においても
認められる。言うまでもなく、教育課程審議
会の答申は、1998（平成10）年度（小・中）、
1999（平成11）年度（高）に改訂・告示され
た学習指導要領の方針を示した答申である。
以下に、答申が示した学習指導要領の「改善
の基本的視点」を示す。

＜改善の基本的視点＞

完全学校週５日制の下で、各学校がゆとり
のある教育活動を展開し、子どもたちに［生
きる力］をはぐくむ。

１．豊かな人間性や社会性、国際社会に生き
る日本人としての自覚の育成を重視する。

２．多くの知識を一方的に教え込む教育を転
換し、子どもたちが自ら学び自ら考える
力を育成する。

３．ゆとりのある教育活動を展開する中で、
基礎・基本の確実な定着を図り、個性を
生かす教育を充実する。

４．各学校が創意工夫を生かし特色ある教育、
特色ある学校づくりを進める。

　ここで、第1の改善の基本的視点に、「豊か
な人間性や社会性」が示されていることに注
目したい。すなわち、この教育課程審議会の
答申においても、前章で扱った1998（平成10）
年の中央教育審議会答申で示された［生きる
力］の解釈が引き継がれていることがわかる。
答申にも以下のような言葉が示されている。

「これからの時代を担う幼児児童生徒を育
成する学校教育の在り方を考えるとき、時
代を超えて変わらない調和のとれた人間形
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れている。
　答申の言葉も引用する。

「この答申を機に、学校のみならず、家庭・
地域社会や教育委員会・国がそれぞれの立
場でここに掲げた当面の充実・改善方策に
早急に取り組み、来年度からの教育課程及
び指導の充実・改善に生かすことを期待し
たい。その際、学習指導要領に示されてい
る共通に指導すべき基礎的・基本的な内容
の確実な定着を図るとともに、各学校の裁
量により創意工夫を生かした取組を行うこ
とや、各教育委員会が地域の実態を踏まえ、
地域にふさわしい取組を進めることにより、

［生きる力］の知の側面である［確かな学力］
を育成するという理念をしっかりと踏まえ
ることが望まれる」。

　つまり、この答申においては、1998（平成
10）年度以降の答申に度々示された、［生きる
力］の核が「豊かな人間性」である、という
見解はまったく見られず、これまで使用され

図₁：「生きる力」の概念図

ていなかった「確かな学力」という言葉を用
い、その育成が大切であると述べているので
ある。さらに、図１において、「確かな学力」
が詳解されていることからも分かるように、

［生きる力］の重要な要素は、「学力」である
ことを述べているわけである19。
　つまりそれは、「学力低下問題」に沸く世論
に抗戦した結果であり、［生きる力］は「豊か
な人間性」だけではなく、「学力」まで視野に
入れた概念であることをアピールし、それゆ
え、改訂した学習指導要領が「学力低下」を
助長するようなことはない、という態度を示
したかったのだと言えよう。
　この答申に引き続き、学習指導要領の一部
改正（2003年12月）が発表されるのであるが、
周知のように、その内容は、「ゆとり」とは一
線を画した内容になっている20。つまり、［生
きる力］が概念としては残っても、これまで
答申で述べられてきたような趣旨は消えて、
重要なのは［生きる力］ではなく、「学力」の
方だという解釈が成立したとしてもおかしく
はない。事実、2008（平成20）年１月の答申、
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すなわち、改訂学習指導要領の方針を示した
答申、「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及
び特別支援学校の学習指導要領等の改善につ
いて」では、［生きる力］は以下のように示さ
れている。

「改正教育基本法や学校教育法の一部改正
は、［生きる力］を支える「確かな学力」、「豊
かな心」、「健やかな体」の調和を重視する
とともに、学力の重要な要素は、①基礎的・
基本的な知識・技能の習得、②知識・技能
を活用して課題を解決するために必要な思
考力・判断力・表現力等、③学習意欲、で
あることを示した。そこで示された教育の
基本理念は、現行学習指導要領が重視して
いる［生きる力］の育成にほかならない」。

　ここで、答申は、明らかに「学力」につい
て力点をおいて［生きる力］を語っているの
である。しかも、改訂学習指導要領を読めば
分かるように、「豊かな心」21 は道徳教育の強
化に、「健やかな体」は、食育等の強化として、
読み込むことができる。つまり［生きる力］
は「学力」を強調する概念として学習指導要
領の理念として残り、これまで「核」とされ
た「豊かな人間性」は、道徳教育に、「健康・
体力」は食育といった新たな教育用語に回収
されていったわけである。

　ここまで、およそ10年の［生きる力］をめ
ぐる「変容」を、答申の文言から考えてきた。
表1は、ここまでの議論をまとめたものである。
　これまでの「変容」を概観すると、文部省・
文部科学省の教育改革は、目指すべき方向性
が確固としているのではなく、むしろ世論へ
の追随の結果として私たちの前にあらわれて

いるような印象を受ける。［生きる力］とは
このように、多様な側面をもつ力であり、そ
れを臨機応変に私たちに説明する力もまた、
現実の社会における重要な生きる力であろう
と、好意的に解釈したとしても、この曖昧な
概念を掲げつつ進んでいかなければならない
教育現場にとっては、この「変容」を肯定的
にのみ、とらえることはできないだろう。
　次章では、この［生きる力］の多義性が、
教員養成の現場に与える影響について述べた
い。

₆、［生きる力］の「変容」と教員に求め
られる資質の「変容」

　表２は、教員養成を規定する答申と、教員
に求められる資質が記述された部分をまとめ
た表である。
　［生きる力］の変容ほどには、教員に求め
られる資質は「変容」しているようには見え
ない。だが、使用される語句を丹念に見てい
くと、［生きる力］の変容に呼応するかのよう
な「変容」が見えてくる。
　例えば1997（平成９）年当時の答申の、「変
化に対応できる」教員というのは、臨時教育
審議会の方針を意識したものであり、当時の

［生きる力］の「問題解決能力」を意識した
ものと言える。
　また、1999（平成11）年の教育職員養成審
議会答申、「養成と採用・研修との連携の円滑
化について（第３次答申）」では、「今後特に
求められる資質能力」において、「豊かな人間
性」という言葉が明示されている。これは、
先に説明した、1998（平成10）年の中央教育
審議会の答申を受けたものであると解釈でき
る。
　さらに、2005（平成17）年の中央教育審議
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［生きる力］の変容と教員養成の課題
表
₁
：
生
き
る
力
の
「
変
容
」

答
申

名
［

生
き

る
力

］
の

説
明

箇
所

［
生

き
る

力
］の

力
点

答
申

の
背

景
21

世
紀

を
展

望
し

た
我

が
国

の
教

育
の

在
り

方
に

つ
い

て
（

第
１

次
答

申
）

（
19

96
（

平
成

８
）

年
）

我
々

は
こ

れ
か

ら
の

子
供

た
ち

に
必

要
と

な
る

の
は

、
い

か
に

社
会

が
変

化
し

よ
う

と
、

自
分

で
課

題
を

見
つ

け
、

自
ら

学
び

、
自

ら
考

え
、

主
体

的
に

判
断

し
、

行
動

し
、

よ
り

よ
く

問
題

を
解

決
す

る
資

質
や

能
力

で
あ

り
、

ま
た

、
自

ら
を

律
し

つ
つ

、
他

人
と

と
も

に
協

調
し

、
他

人
を

思
い

や
る

心
や

感
動

す
る

心
な

ど
、

豊
か

な
人

間
性

で
あ

る
と

考
え

た
。

た
く

ま
し

く
生

き
る

た
め

の
健

康
や

体
力

が
不

可
欠

で
あ

る
こ

と
は

言
う

ま
で

も
な

い
。

問
題

解
決

能
力

臨
時

教
育

審
議

会
を

意
識

し
た

答
申

個
性

重
視

の
教

育
新

し
い

学
力

観

新
し

い
時

代
を

拓
く

心
を

育
て

る
た

め
に

－
次

世
代

を
育

て
る

心
を

失
う

危
機

－
（

19
98

（
平

成
10

）
年

）

子
ど

も
た

ち
が

身
に

つ
け

る
べ

き
[生

き
る

力
]の

核
と

な
る

豊
か

な
人

間
性

と
は

、
ⅰ

）
美

し
い

も
の

や
自

然
に

感
動

す
る

心
な

ど
の

柔
ら

か
な

感
性

　
ⅱ

）
正

義
感

や
公

正
さ

を
重

ん
じ

る
心

　
ⅲ

）
生

命
を

大
切

に
し

、
人

権
を

尊
重

す
る

心
な

ど
の

基
本

的
な

倫
理

観
　

ⅳ
）

他
人

を
思

い
や

る
心

や
社

会
貢

献
の

精
神

　
ⅴ

）
自

立
心

、
自

己
抑

制
力

、
責

任
感

　
ⅵ

）
他

者
と

の
共

生
や

異
質

な
も

の
へ

の
寛

容
な

ど
の

感
性

や
心

で
あ

る
。

豊
か

な
人

間
性

青
少

年
犯

罪
が

多
発

し
て

い
る

と
す

る
世

論
心

の
教

育

幼
稚

園
、

小
学

校
、

中
学

校
、

高
等

学
校

、
盲

学
校

、
聾

学
校

及
び

養
護

学
校

の
教

育
課

程
の

基
準

の
改

善
に

つ
い

て
（

19
98

（
平

成
10

）
年

）

完
全

学
校

週
５

日
制

の
下

で
、

各
学

校
が

ゆ
と

り
の

あ
る

教
育

活
動

を
展

開
し

、
子

ど
も

た
ち

に
「

生
き

る
力

」
を

は
ぐ

く
む

。
豊

か
な

人
間

性
平

成
10

・
11

年
度

学
習

指
導

要
の

改
訂

・
告

示

初
等

中
等

教
育

に
お

け
る

当
面

の
教

育
課

程
及

び
指

導
の

充
実

・
改

善
方

策
に

つ
い

て （
20

03
（

平
成

15
）

年
）

［
生

き
る

力
］

の
知

の
側

面
で

あ
る

［
確

か
な

学
力

］
を

育
成

す
る

と
い

う
理

念
を

し
っ

か
り

と
踏

ま
え

る
こ

と
が

望
ま

れ
る

確
か

な
学

力
学

力
低

下
問

題
ゆ

と
り

教
育

批
判

平
成

15
年

度
学

習
指

導
要

領
一

部
改

正
・

告
示

幼
稚

園
、

小
学

校
、

中
学

校
、

高
等

学
校

及
び

特
別

支
援

学
校

の
学

習
指

導
要

領
等

の
改

善
に

つ
い

て
（

20
08

（
平

成
20

）
年

）

「
生

き
る

力
」

を
支

え
る

「
確

か
な

学
力

」、「
豊

か
な

心
」、「

健
や

か
な

体
」

の
調

和
を

重
視

す
る

と
と

も
に

、
学

力
の

重
要

な
要

素
は

、
①

基
礎

的
・

基
本

的
な

知
識

・
技

能
の

習
得

、
②

知
識

・
技

能
を

活
用

し
て

課
題

を
解

決
す

る
た

め
に

必
要

な
思

考
力

・
判

断
力

・
表

現
力

等
、

③
学

習
意

欲
、

で
あ

る
こ

と
を

示
し

た
。

そ
こ

で
示

さ
れ

た
教

育
の

基
本

理
念

は
、

現
行

学
習

指
導

要
領

が
重

視
し

て
い

る
「

生
き

る
力

」
の

育
成

に
ほ

か
な

ら
な

い
。

学
力

ゆ
と

り
教

育
批

判
平

成
20

年
度

学
習

指
導

要
領

改
訂

・
告

示
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表
₂
：
教
員
に
求
め
ら
れ
る
資
質
の
「
変
容
」

答
申

名
教

員
に

求
め

ら
れ

る
資

質
［

生
き

る
力

］
と

の
関

連
性

（
答

申
か

ら
の

引
用

）
新

た
な

時
代

に
向

け
た

教
員

養
成

の
改

善
方

策
に

つ
い

て
（

教
育

職
員

養
成

審
議

会
第

一
次

答
申

）
19

97
（

平
成

９
）

年

地
球

的
視

野
に

立
っ

て
行

動
す

る
た

め
の

資
質

能
力

変
化

の
時

代
を

生
き

る
社

会
人

に
求

め
ら

れ
る

資
質

能
力

教
員

の
職

務
か

ら
必

然
的

に
求

め
ら

れ
る

資
質

能
力

中
央

教
育

審
議

会
の

答
申

に
基

づ
き

、
子

ど
も

た
ち

に
［

生
き

る
力

］
を

は
ぐ

く
む

こ
と

の
で

き
る

教
員

の
養

成
を

急
が

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

修
士

課
程

を
積

極
的

に
活

用
し

た
教

員
養

成
の

在
り

方
に

つ
い

て
－

現
職

教
員

の
再

教
育

の
推

進
－

（
教

育
職

員
養

成
審

議
会

第
二

次
答

申
）

19
98

（
平

成
10

）
年

（
上

記
の

資
質

に
加

え
）

得
意

分
野

を
持

つ
個

性
豊

か
な

教
員

子
ど

も
た

ち
一

人
一

人
の

個
性

を
重

視
し

つ
つ

、［
ゆ

と
り

］
の

中
で

［
生

き
る

力
］

を
は

ぐ
く

む
と

と
も

に
、

各
学

校
が

主
体

的
に

特
色

あ
る

教
育

活
動

を
展

開
し

て
い

く
こ

と
の

重
要

性
が

指
摘

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

こ
と

を
踏

ま
え

れ
ば

、
こ

れ
か

ら
の

教
員

に
は

、
学

校
教

育
を

め
ぐ

る
諸

課
題

に
主

体
的

に
取

り
組

み
、

日
々

の
教

科
指

導
、

生
徒

指
導

等
を

創
造

的
に

実
践

し
、

変
化

の
激

し
い

新
た

な
時

代
に

適
切

に
対

応
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

自
ら

の
力

量
を

不
断

に
高

め
て

い
く

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

こ
と

と
な

る
。

養
成

と
採

用
・

研
修

と
の

連
携

の
円

滑
化

に
つ

い
て

（
教

育
職

員
養

成
審

議
会

第
三

次
答

申
）

19
99

（
平

成
11

）
年

い
つ

の
時

代
に

も
求

め
ら

れ
る

資
質

能
力

今
後

特
に

求
め

ら
れ

る
資

質
能

力
得

意
分

野
を

持
つ

個
性

豊
か

な
教

員
の

必
要

性
 

 こ
れ

か
ら

の
教

員
に

は
，

変
化

の
激

し
い

時
代

に
あ

っ
て

，
子

ど
も

た
ち

に
自

ら
学

び
自

ら
考

え
る

力
や

豊
か

な
人

間
性

な
ど

の
「

生
き

る
力

」
を

育
成

す
る

教
育

を
行

う
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。

今
後

の
教

員
免

許
制

度
の

在
り

方
に

つ
い

て
　（

中
央

教
育

審
議

会
答

申
）

20
02

（
平

成
14

）
年

今
教

員
に

求
め

ら
れ

て
い

る
の

は
，

①
教

職
へ

の
使

命
感

，
情

熱
を

持
ち

，
子

ど
も

た
ち

と
の

信
頼

関
係

を
築

く
こ

と
の

で
き

る
適

格
性

の
確

保
で

あ
り

，
②

教
科

指
導

，
生

徒
指

導
等

に
お

け
る

専
門

性
の

向
上

で
あ

る
。

学
校

に
は

新
し

い
学

習
指

導
要

領
の

も
と

，
基

礎
・

基
本

を
確

実
に

身
に

つ
け

さ
せ

，自
ら

学
び

自
ら

考
え

る
力

な
ど

の「
生

き
る

力
」を

育
成

し
，「

心
の

教
育

」
の

充
実

と
「

確
か

な
学

力
」

の
向

上
を

実
現

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。
新

し
い

時
代

の
義

務
教

育
を

創
造

す
る （
中

央
教

育
審

議
会

答
申

）
20

05
（

平
成

17
）

年

教
職

に
対

す
る

強
い

情
熱

教
育

の
専

門
家

と
し

て
の

確
か

な
力

量
総

合
的

な
人

間
力

基
礎

的
な

知
識

・
技

能
を

徹
底

し
て

身
に

付
け

さ
せ

、
そ

れ
を

活
用

し
な

が
ら

自
ら

学
び

自
ら

考
え

る
力

な
ど

の
「

確
か

な
学

力
」

を
育

成
し

、「
生

き
る

力
」

を
は

ぐ
く

む
と

い
う

基
本

的
な

考
え

方
は

、
今

後
も

引
き

続
き

重
要

で
あ

る
。

今
後

の
教

員
養

成
・

免
許

制
度

の
在

り
方

に
つ

い
て

　（
中

央
教

育
審

議
会

答
申

）
20

06
（

平
成

18
）

年

（
上

記
に

挙
げ

た
す

べ
て

の
答

申
に

述
べ

ら
れ

た
資

質
に

加
え

）
教

員
に

は
、

不
断

に
最

新
の

専
門

的
知

識
や

指
導

技
術

等
を

身
に

付
け

て
い

く
こ

と
が

重
要

と
な

っ
て

お
り

、「
学

び
の

精
神

」
が

こ
れ

ま
で

以
上

に
強

く
求

め
ら

れ
て

い
る

。

＊
こ

の
答

申
に

は
、

上
記

の
平

成
9年

の
答

申
に

触
れ

て
い

る
箇

所
に

の
み

［
生

き
る

力
］

と
い

う
語

句
が

使
用

さ
れ

て
い

る
。
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のような改革の意図するところに承服しかね
ないという思いを抱いても、当然であろう。
もちろん、学生の側から考えるのならば、こ
うした演習科目は、学生自身に達成感を味あ
わせ、教職に対する動機付けにおいて成功す
るのであるが、それをもって、文科省が提言
する「理想の」教師となれるかどうか、また
は、児童・生徒に対してよい教師となれるの
かどうかは、立証できない構造になっている。
　しかし、ここで教育改革の掲げる理念、及
び概念が、「変容」しているというあり様を批
判して、溜飲を下げるだけでは、建設的では
ないように思われる。なぜなら、戦後の教育
改革を振り返れば分かるように、文部省・文
部科学省は、他の省庁との関連性を重視しな
ければならず、独自の「教育方針」といった
ものを、もちにくい構造にあるからだ。また、

「教育」が国民の最たる関心ごととして機能
している現在の状況から考えれば、その国民
の根拠なき「世論」にも、「奉仕」すべき改革
案を打ち出さざるをえないのが、現状であろ
うからだ。
　だが、それを認めたとしても、大学におい
ては、このような文部科学省の改革に引きず
られることのない、確固とした大学独自の教
員養成の目的を掲げられるようでありたいと
思う。具体的には、個々の大学が、目指す教
師像を丁寧に吟味し、その目指す教師を育成
するためには、どのようなカリキュラム内容
がふさわしいのか、といった内容の議論を、
文部科学省対策のみの議論ではなく、行える
ようでありたいと思う。［生きる力］のよう
な多義的な言葉が教育界にあふれている現在
には、そのような大学独自の姿勢が問われて
いるのであり、それこそが、大学の教員養成
の今後の課題であろうと思う。

会答申、「新しい時代の義務教育を創造する」
では、「豊かな人間性」という言葉は消え、「教
育の専門家としての確かな力量」という言葉
が示されている。これは、「学力」を意識した
2008（平成20）年度学習指導要領改訂を見越
した文言であると理解できる22。
　以上を考えてみると、教員に求められる資
質自体も、［生きる力］の「変容」に対応し、
変化していることがわかる。つまり、［生きる
力］が何を強調するかによって、目指すべき
教師像も「変容」するという構図である。も
ちろん、教育理念というものは、不変的なも
のではなく、時代と共に変化することは否め
ない。だが問題は、この「変容」がたった10
年ほどの間の「変容」であるという点であろ
う。この10年の間に、教育理念を「変容」さ
せなければいけないほどの、時代の「変容」
があったのかどうかは疑わしい。また、10年
の間に「変容」する概念というのは、概念と
して成立しているのかどうか、そこも問われ
るべきであろうと思う。

₇、今後の教員養成の課題

　以上見てきたように、現在の教員養成の目
指すべき教師像は、［生きる力］同様に、多義
的であると言わざるをえない。
　だが、大学において、教員養成に携わるも
のは、この多義的な教師像を、吟味すること
なしに、教員養成の改革案に従わざるをえな
い。例えば、教育職員養成審議会答申で提言
された「総合演習」という演習科目は、現在、
教職課程の必修科目なのであるが、「教育実践
演習」が登場すると同時に、「教職に関する科
目」から姿を消す予定になっている。現場で、
答申の目指す改革案に従って、「総合演習」の
授業開発に携わってきたものからすれば、そ
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軽々に政策の使用する概念と実践から生まれた言

葉が同様であると指摘することはできないが、や

はり両者の表現している語義の類似性は指摘して

おきたい。

８		 臨時教育審議会の最終答申では、「戦後、一部の

教職員団体が政治的闘争や教育内容への不当な介

入などを行ったこともあって、教育界に不信と対

立が生じた」と述べられている。この文言はおそ

らく日教組批判の文言であるのだろうが、最終答

申に批判の言葉を書くということは、教育実践の

場を意識していたことの証左であろう。

９		 つまり、臨時教育審議会の改革が、教育の自由

化を目指した改革であったという意味である。

10		 この変容の原因は、1997（平成９）年に起きた

青少年の犯罪にある（例えば「サカキバラ事件」）。

文部省（当時）はこれらの事件に即座に対応する

というかたちでこの答申を示したのである。だが

そもそもこのような青少年の犯罪は過去にも起

こっているのであるし、学校教育にその責任のす

べてを負わせることは不可能である。つまり、学

校教育を改革したとしても、このような事件は起

こりうる。だが、当時のメディアや文部省の対応

は、あたかも学校教育に責任があるかのような論

調で語られた。そうした世論の高まりに応えるた

めに、この1998（平成10）年の答申が示されたと

いうこともできよう。

11		 「心の教育」が答申に記されたことについての

是非は、充分に議論の余地があろうが、ここでは

［生きる力］の変遷を追うことが目的なので、あ

えてその是非については述べていない。

12		 「期待される人間像」とは、1966（昭和41）年

の中央教育審議会答申「後期中等教育の拡充整備

について」で提言された、教育理念である。

13		 私見ではあるが、中央教育審議会が、臨時教育

審議会の述べた「新しい教育観」よりも、「豊かな

人間性」を重視した背景には、自らの存在証明を

強調したかったがため、と考えることもできるの

ではないだろうか。すなわち、「新しい学力観」が、

経済界を意識した、「教育の自由化」を目指したも

のであったとするならば、文部省は、「豊かな人間

性」を強調させることで、教育を、教育それ自体

注
１		 正確に言うならば、法的拘束力が生まれたのは

1958（昭和33）年の学習指導要領改訂時からであ

る。

２		 ①～③は、筆者が整理した3点である。答申の

文言をそのまま載せるよりも、説明が明確になる

と考え、このように記述した。以下に正確な記述

を示しておく。「我々はこれからの子供たちに必

要となるのは、いかに社会が変化しようと、自分

で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に

判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や

能力であり、また、自らを律しつつ、他人ととも

に協調し、他人を思いやる心や感動する心など、

豊かな人間性であると考えた。たくましく生きる

ための健康や体力が不可欠であることは言うまで

もない。我々は、こうした資質や能力を、変化の

激しいこれからの社会を［生きる力］と称するこ

ととし、これらをバランスよくはぐくんでいくこ

とが重要であると考えた」。

３		 前掲①が「知」、②が「徳」、③が「体」の育成

に重なる。なお、改正教育基本法の条文にも［生

きる力］と意味を同じくする言葉があるが、それ

らの語句と［生きる力］の関連性についてはまた

稿を改めて述べたいと思う。

４		 菱村（2007）もまたこの点について筆者と同様

の疑問を呈している。「生きる力とは、要するに、

知育、徳育、体育を現代風に味付けしたもの。

キャッチフレーズとしては［生きる力］という方

が新鮮かもしれないが、教育の目的としては曖昧

である」（p. ４）

５		 例えば1975（昭和50）年の第14回教育科学研究

会全国大会においては、『わかること』を『生きる

力』に結びつけ地域に根ざす民主教育の確立を」

が、大会のテーマとなっている。

６		 現在［生きる力］と表記されるこの言葉は、当

時「生きる力」と表記されるか、あるいは「　　」

のない　生きる力　として表記された。答申に登

場するようになってから、［生きる力］との表記に

なったのである。

７		 篠田は教諭としての実践の中からこの言葉を示

していたのであり、当時の雰囲気を考えるならば、
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で捉えたいとする思いがあり、その思いを答申の

内容に示したとも考えられる。だがそれは推論に

過ぎない場合もあるので、いずれ稿を変えてこの

ことについては考察してみたい。

14		 例えば、2002（平成14）年、文科省は「心のノー

ト」を作成し、全国の小・中学校に配布している。

15		 小・中学校の施行は2002（平成14）年、高等学

校の施行は2003（平成15）年である。

16		 筆者は、学力低下があるとしても、学習指導要

領の内容、いわば学校教育の内容と学力低下問題

を接続的に語れないとする立場である。しかし、

ここではそのことについては触れていない。

17		 例えば『現代教育科学』（2002年）では、「新学

習指導要領の［生きる力］を批判する」といった

特集が組まれている。

18		 この図は、2005（平成17）年度の静岡県の教員

採用試験の問題としても引用された図である。

19		 臨時教育審議会が課題とし、1996（平成８）年

の中央教育審議会答申で［生きる力］において強

調された「問題解決能力」も、「確かな学力」の説

明に使用されているだけであることにも注目した

い。

20		 学習指導要領の一部改正においては、学習指導

要領の基準性が示され、各学校の裁量で、発展的

な学習を行ってもよいことが明確に記されている。

21		 この答申では、「豊かな人間性」が「豊かな心」に、

「健康・体力」が「健やかな体」に「変容」させ

られている。この「変容」についても考察が必要

であるが、本稿では控えておく。

22		 この答申には、教員の資質に「総合的人間力」

という言葉も見られる。「総合的人間力」とは、「教

師には、子どもたちの人格形成に関わる者として、

豊かな人間性や社会性、常識と教養、礼儀作法を

はじめ対人関係能力、コミュニケーション能力な

どの人格的資質を備えていることが求められる。

また、教師は、他の教師や事務職員、栄養職員な

ど、教職員全体と同僚として協力していくことが

大切である」との説明がなされている。ここには

「豊かな人間性」との言葉が見られるが、「総合的

人間力」と「生きる力」の関係は不明である。


